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※本内容は令和５年４月時点の情報です。 

 最新の情報は大阪府及び各市町村のホームページ等にて適宜ご確認をお願いします。 



Withコロナにおいて一人ひとりができること

準備しておくとよいもの

自分自身のために。大切な人を守るために。

手洗い、効果的な換気などの感染予防対策のほか、

発熱や咳などの症状があれば、出勤や登校、外出を控え、マスクの着用を含む咳エチケット（※）を実施しましょう。

また、健康の保持・増進のために、十分な休養やバランスのとれた食事、適度な運動などを心がけましょう。

（※） 咳などの症状がある場合は、マスクを着用しましょう。マスクの着用の取り扱いについては、大阪府ホームページをご確認ください。

薬

（常用している薬、
解熱鎮痛薬等）

（体外診断用医薬品
又は

第1類医薬品）

検査キット体温計

発熱などの体調不良時にそなえて、

体温計や薬（常用している薬、解熱鎮痛剤等）、検査キット（体外診断用医薬品又は第1類医薬品）のほか、

食料品などを日頃から準備しておきましょう。

有症状時の
マスクの着用を含む
咳エチケット

手洗い 効果的な換気
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新型コロナウイルス感染症発生時やることリスト対応表

※P1「新型コロナウイルス感染症発生時のやることリスト」と併せて使用してください。

※必要に応じて、内容や項目を追加してください。

内容 連絡先

施設長（●●長）へ連絡

施設内で情報共有

家族への連絡

嘱託医、協力医療機関へ連絡

指定権者への連絡

隔離準備（個室等の確保、ゾーニング設定）

対応職員選定

対応職員への確認

必要な物品等の確保（PPE等セット、ゴミ箱など）

個室への移動

嘱託医、協力医療機関との連絡窓口

入所者の体調把握、とりまとめ

職員の体調把握、とりまとめ

保健所との連絡担当

陽性者の行動調査（日誌・記録等の確認）

濃厚接触者　候補のリストアップ

入所者の場合：（必要に応じて）濃厚接触者の隔

離、体調確認等

職員の場合：体調確認等（復帰めどの確認）

職員シフト表の作成（レッドゾーン/グリーンゾーン）

在庫確認

購入（業者等への連絡）

8）個人防護具、消毒薬の在庫確認と確保

3）受診（往診）、検査（検体採取）

4）体調不良者の有無の確認

5）保健所との連携

6）濃厚接触者対応

7）業務調整・職員確保

2）疑い者への対応

チェッ

ク欄

１）必要な人や機関に報告

担当者（日中） 担当者（夜間）
項目
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介護現場における感染対策の手引きについては

以下の厚生労働省HPに掲載されていますのでご確認ください。

（HPリンク）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
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以下の厚生労働省HPに掲載されていますのでご確認ください。

（厚生労働省HP）

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等については、

（HPリンク）

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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事 務 連 絡 

令和５年５月１日 

 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関

する臨時的な取扱いについて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか連名事務連絡）等別紙１に掲げる一連の事務連絡（以下「コロナ特例事務

連絡」という。なお、本事務連絡における、各コロナ特例事務連絡の呼称は別紙１を

参照すること。）でお示ししているところである。 

今回、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コ

ロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）の「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）

上の位置づけの変更後（令和５年５月８日以降）においては、下記のとおりに分類さ

れた対応によりそれぞれ取り扱うこととしたので（一覧は別紙２参照）、その取扱いに

遺漏のないよう、貴管内市町村、介護サービス事業所等に対し周知徹底を図られたい。 

なお、下記の取扱いについては、位置づけ変更後の状況等を踏まえて見直しを行う

場合があることを承知されたい。 

 

記 

 

１ 利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービ

ス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱

いについては、当面の間継続する。 
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２ 引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの

位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱い

に見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な

取扱いを継続する。 

 

２－（１） 人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者

（同居する家族を含む）に新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）が発生した

場合において、柔軟な取扱いを継続する。 

 

２－（２） 研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コ

ロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。 

 

３ 新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏

まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられ

るものについては、当該臨時的な取扱いを令和５年５月７日をもって終了する。 

 ※位置づけ変更前に既に取扱いを終了しているものを含む 

※コロナ特例事務連絡としては終了するが、他の事務連絡等により従前と同様の取

扱いが可能であるものを含む 

 

以上が位置づけ変更後における対応となるが、介護保険事業の健全かつ円滑な運営

のため、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの

適用は、新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）の発生やサービスの継続に必要

な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった

場合に厳に限るよう留意するとともに、各介護サービス事業所等において適切な運用

がなされるよう、貴担当主幹部（局）において十分な監督を行うこと。 

 

以上 
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時

的な取扱いについて 

※別紙１については、容量が大きいため下記 URL をご参照ください。 

 

 

（参照 URL） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093400.pdf 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.13） 

（令和５年２月 15 日） 

 

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通

所介護】 

○ ３％加算・規模区分の特例（３％加算・規模区分の特例の令和５年度の取扱い） 

問１ 新型コロナウイルス感染症は、３％加算や規模区分の特例の対象となる感染症と

されている（※）が、令和５年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えて

よいか。 

（※）「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以

上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」（令和３年３月 16日老認発 0316 第４号・老老発 0316 第３号）別紙Ⅰ 

（答） 

・ 新型コロナウイルス感染症は、令和５年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症

である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によ

りお示しする。 

 

○ ３％加算（３％加算を令和４年度に算定した事業所の取扱い） 

問２ 令和４年度中の利用延人員数の減少に基づき３％加算を算定した事業所が、令和

５年度に再び同加算を算定することはできるか。 

（答） 

・ 令和５年度においても算定可能である。この場合、令和５年度の同加算の算定に当たっ

ては、減少月の利用延人員数が、令和４年度の１月当たりの平均利用延人員数から 100 分

の５以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添を参照されたい。 
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感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合の基本報酬への３％加算（令和５年度の取扱い） 別添

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による令和４年度中の利用延人員数の減少に基づき３％加算を算定した事業所にあって
は、令和５年度に令和４年度の１月当たりの平均利用延人員数から５％以上利用延人員数が減少した月があった場合、再度
３％加算の算定が可能。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による令和５年度中の利用延人員数の減少に基づき一度３％加算を算定した事業所に
あっては、同一事由による令和５年度の利用延人員数の減少に基づいて、再度３％加算を算定することはできない。

加算算定のイメージ

R５年度 (R５.3) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 (R6.4)

加算算定
利用
延人員
数減

算定届
提出

算定
開始

算定
終了

延長
なお利用延
人員数が減
少している
場合

延長届
提出

延長
開始

延長
終了

○ 令和５年度中の利用延人員数の減少に
基づき算定していることから、令和５年度中に
同一事由により再度算定することはできない。
○ 加算算定の届出、加算算定後の各月の
利用延人員数の確認、加算算定の延長の届
出の方法等は、従前のとおり。

令和４年度の１月当たりの
平均利用延人員数と比較

・令和４年度の利用延人員数の減少に基づき、令和４年度内に３％加算を算定していた事業所の場合
・令和５年度中の利用延人員数の減少に基づき、新たに３％加算を算定する事業所の場合

R５年度 (R５.3) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 (R6.4)

加算算定
利用
延人員
数減

算定届
提出

算定
開始

算定
終了

延長
なお利用延
人員数が減
少している
場合

延長届
提出

延長
開始

延長
終了

再算定
利用
延人員
数減

算定届
提出

算定
開始

算定
終了

再延長
なお利用延
人員数が減
少している
場合

延長届
提出

延長
開始

延長
終了

令和４年度の１月当たりの
平均利用延人員数と比較

令和３年度の１月当たりの
平均利用延人員数と比較

・令和４年度中の利用延人員数の減少に基づき、令和５年度にまたがって３％加算を算定していた事業所の場合

○ 令和５年度中の利用延人員数の減少に
基づき再算定した場合は、令和５年度中に同
一事由により再度算定することはできない。
○ 加算算定の届出、加算算定後の各月の
利用延人員数の確認、加算算定の延長の届
出の方法等は、従前のとおり。

算定可能となるのは、最速令和５年６月
サービス提供分からとなる。
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